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要
求

水
準

書



 
要
 
求
 
項
 
目

 
要
 
 
 
 
 
 
 
求
 
 
 
 
 
 
内
 
 
 
 
 
 
 
容

 
１
 
事
業
の
目
的

 
姶
良
市
立
加
治
木
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
の
調
理
業
務
に
つ
い
て
、
民
間
事
業
者
が
持
つ
調
理
や
衛
生
管
理
に
関
す
る
技
術
や
ノ
ウ
ハ
ウ
を

活
用
し
、
安
心
で
安
定
的
な
学
校
給
食
を
提
供
す
る
。

 
 

２
 
本
書
の
位
置
付
け

 
本
書
「
要
求
水
準
書
」
は
、
本
市
（
以
下
「
市
」
と
い
う
。）

が
、
民
間
事
業
者
（
以
下
「
事
業
者
」
と
い
う
。）

を
選
定
す
る
に
当
た
り
、

調
理
等
業
務
の
運
営
内
容
に
つ
い
て
、
市
が
事
業
者
に
要
求
す
る
サ
ー
ビ
ス
水
準
及
び
具
体
的
な
指
針
が
示
し
て
あ
る
。

 
 

３
 
履
行
期
間

 
令
和
５
年
８
月
１
日
か
ら
令
和
９
年
７
月

31
日
ま
で
（
４
年
間
）

 
※
事
業
者
は
、
食
品
衛
生
法
第

52
条
に
よ
る
営
業
許
可
を
取
得
し
、
業
務
開
始
２
週
間
前
ま
で
に
、
営
業
許
可
書
の
写
し
を
提
出
す
る
こ

と
と
す
る
。

 
４
 
業
務
履
行
場
所
等

 
 
（

1）
履
行
場
所

 
  
（

2）
施
設
概
要

 
         

  
  

 
 

姶
良
市
立
加
治
木
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

 
 所

在
地

 
姶
良
市
加
治
木
町
木
田

43
88

番
地

 
敷
地
面
積

 
2,

77
2
㎡
（
建
物

62
0
㎡
 
廃
水
処
理
施
設

77
㎡
）

 
延
床
面
積

 
64

8.
45

㎡
 

構
造

 
鉄
骨
造
平
屋
建

 
建
築
年
月
日

 
昭
和

58
年
４
月

 
方
式

 
ウ
ェ
ッ
ト
シ
ス
テ
ム
使
用
の
ド
ラ
イ
運
用
方
式

 
調
理
予
定
日
数

 
20

0
日
～

20
5
日
（
小
・
中
学
校
始
業
式
及
び
終
業
式
５
日
分
含
む
）

 
調
理
予
定
食
数

 
1,

90
0
食
～

2,
10

0
食
／
日

( 試
食
会
等
の
食
数
増
分
含
む

) 
 

使
用
食
器

 
P

E
N

樹
脂
食
器

 
 

 
原
則
と
し
て
午
前
７
時
か
ら
午
後
６
時
ま
で
の
間
と
す
る
。

 
 
 
※
労
働
時
間
及
び
休
憩
時
間
に
つ
い
て
は
、
労
働
基
準
法
等
、
関
係
法
令
を
遵
守
す
る
こ
と
と
す
る
。

 
原
則
と
し
て
土
日
祝
日
、
８
月
１
３
～
１
５
日
の
３
日
間
、
１
２
月
２
８
日
～
３
１
日
、
１
月
１
日
～
３
日
。

 
 ５
 
受
配
校
及
び

 
 
 
１
日
当
り
の
予
定
食
数

 
 

 
 

別
表
１
の
と
お
り
と
す
る
。

 
  

(3
) 
セ
ン
タ
ー
使
用
時
間

 

(4
) 
セ
ン
タ
ー
休
業
日
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要
 
求
 
項
 
目

 
要
 
 
 
 
 
 
 
求
 
 
 
 
 
 
内
 
 
 
 
 
 
 
容

 
６
 
市
と
事
業
者
の
業
務
分
担

 
（

1）
業
務
分
担
に
つ
い
て

 
 （

2 ）
事
業
者
に
提
示
す
る
書
類
等
に
つ

い
て

 
          

 
 市
が
行
う
業
務
と
事
業
者
が
行
う
業
務
の
分
担
に
つ
い
て
は
、
別
表
２
の
と
お
り
と
す
る
。

 
 
市
は
、
次
の
と
お
り
業
務
内
容
に
応
じ
事
業
者
へ
提
示
す
る
。

 
区
分

 
内
容

 
期
限

 
備
考

 
日
単
位

 
学
校
別
人
数
表

 
調
理
指
示
書

 
調
理
工
程
表

 
釜
割
り
表

 

前
日

 
前
日

 
前
日

 

様
式
１

 
 様
式

16
 

月
単
位

 
月
別
予
定
献
立
表

 
納
入
予
定
表

 
行
事
予
定
表

 

前
月
の

28
日

 
前
月
の

28
日

 
前
月
の

28
日

 

 

※
予
定
給
食
数
に
変
更
が
あ
る
場
合
は
、
供
給
日
の
前
日

15
時
ま
で
に
事
業
者
へ
そ
の
内
容
を
示
し
、
そ
れ
以
降
の
変
更
は
行
わ
な
い
こ

と
と
す
る
。
た
だ
し
、
天
災
等
は
除
く
。

 
 

 
７
 
事
業
者
の
安
全
衛
生
管
理

 
（

1）
安
全
衛
生
管
理
に
つ
い
て

 
  （

2）
衛
生
管
理
責
任
者
に
つ
い
て

 
 （

3 ）
配
送
業
務
に
つ
い
て

 
   (4

) 
感
染
性
胃
腸
炎
等
発
生
時
の
対

 
応
に
つ
い
て

 
   

  
事
業
者
が
行
う
業
務
内
容
等
は
、
学
校
給
食
衛
生
管
理
基
準
、
加
治
木
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
調
理
等
業
務
委
託
作
業
基
準
書
及
び
加
治
木

学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
作
業
管
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
よ
り
業
務
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

 
  
事
業
者
は
、
調
理
業
務
従
事
者
（
常
勤
）
の
内
か
ら
１
人
を
選
出
し
、
調
理
業
務
従
事
者
の
衛
生
教
育
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。

 
  
事
業
者
は
、
各
学
校
等
へ
の
配
送
・
回
収
業
務
に
つ
い
て
、
市
所
有
の
給
食
運
搬
車
両
（
２
台
）
に
調
理
業
務
従
事
者
の
内
か
ら
、
運
転

手
１
人
及
び
添
乗
員
１
人
を
そ
れ
ぞ
れ
配
置
す
る
こ
と
と
す
る
。
な
お
、
運
搬
中
は
、
事
故
防
止
に
最
大
限
の
注
意
を
払
い
、
安
全
確
認
に

万
全
を
期
す
る
こ
と
と
す
る
。

 
  
調
理
業
務
従
事
者
の
感
染
性
胃
腸
炎
（
ノ
ロ
ウ
ィ
ル
ス
含
む
）
の
発
症
（
疑
い
含
む
）
の
際
は
、
市
の
対
応
フ
ロ
ー
に
沿
っ
て
対
応
す
る

こ
と
と
す
る
。
な
お
、
ノ
ロ
ウ
ィ
ル
ス
の
高
感
度
検
査
で
陰
性
が
確
認
さ
れ
る
ま
で
は
、
出
勤
停
止
の
扱
い
と
す
る
こ
と
と
す
る
。
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要
 
求
 
項
 
目

 
要
 
 
 
 
 
 
 
求
 
 
 
 
 
 
内
 
 
 
 
 
 
 
容

 
８
 
調
理
等
業
務
従
事
者
の
配
置
等

 
（

1）
調
理
等
業
務
従
事
者
数
に
つ
い
て

 
   （

2 ）
業
務
責
任
者
に
つ
い
て

 
   （

3）
副
業
務
責
任
者
に
つ
い
て

 
   （

4）
調
理
等
業
務
従
事
者
の
変
更
に
つ

い
て

 

  
事
業
者
は
、
調
理
等
業
務
が
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
、
調
理
従
事
者
数
は
、

15
人
以
上
（
う
ち
常
勤
者
６
人
以
上
）
と
し
、
調
理
従

事
者
は
、
学
校
給
食
施
設
で
の
調
理
業
務
の
経
験
を
有
す
る
者
又
は
、
事
前
に
事
業
者
が
行
う
学
校
給
食
調
理
技
術
や
衛
生
管
理
に
関
す
る

研
修
を
受
け
た
者
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

 
  
事
業
者
は
、
調
理
等
業
務
従
事
者
の
中
か
ら
調
理
師
又
は
栄
養
士
若
し
く
は
管
理
栄
養
士
の
資
格
を
有
し
、
学
校
給
食
施
設
で
の
調
理
経

験
が
２
年
以
上
の
者
を
、
業
務
責
任
者
と
し
て
、
１
人
選
任
す
る
こ
と
と
す
る
。
な
お
、
業
務
責
任
者
は
、
事
業
者
と
し
て
の
業
務
遂
行
上

の
責
任
を
負
い
、
所
長
及
び
栄
養
教
諭
と
の
連
絡
調
整
の
任
に
あ
た
る
こ
と
と
す
る
。

 
  
事
業
者
は
、
調
理
等
業
務
従
事
者
の
中
か
ら
調
理
師
又
は
栄
養
士
若
し
く
は
管
理
栄
養
士
の
資
格
を
有
し
、
学
校
給
食
施
設
で
の
調
理
経

験
が
１
年
以
上
の
者
を
、
副
業
務
責
任
者
と
し
て
、
２
人
選
任
す
る
こ
と
と
す
る
。
な
お
、
業
務
責
任
者
が
欠
け
た
と
き
は
、
２
人
の
う
ち

１
人
が
そ
の
職
務
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

 
  
事
業
者
は
、
調
理
等
業
務
従
事
者
に
変
更
が
生
じ
た
場
合
は
、「

調
理
等
業
務
従
事
者
変
更
報
告
書
（
様
式
５
）」

に
よ
り
市
へ
報
告
す
る

こ
と
と
す
る
。

 
ま
た
、
新
規
採
用
者
に
つ
い
て
は
１
か
月
以
内
、
社
内
異
動
者
に
つ
い
て
は
、
１
年
以
内
の
健
康
診
断
書
及
び
２
週
間
以
内
の
便
培
養
検

査
報
告
を
添
付
す
る
こ
と
と
す
る
。

 
 

９
 
施
設
・
設
備
・
備
品
等

 
（

1）
施
設
・
設
備
・
備
品
等
の
使
用
に

つ
い
て

 
  （

2）
破
損
し
た
場
合
の
取
り
扱
い
に
つ

い
て

 
 （

3）
市
及
び
事
業
者
が
用
意
す
る
物
に

つ
い
て

 
 

 

  
事
業
者
は
、
市
の
所
有
す
る
施
設
及
び
調
理
用
設
備
、
器
具
等
を
使
用
す
る
こ
と
と
す
る
。

 
 
ま
た
、
目
的
外
の
使
用
は
、
一
切
禁
止
す
る
も
の
と
し
、
使
用
に
あ
た
っ
て
は
、
善
良
な
る
管
理
者
と
し
て
の
注
意
義
務
を
も
っ
て
管
理

す
る
こ
と
し
、
事
業
者
所
有
の
器
具
を
使
用
す
る
場
合
は
、
所
長
と
協
議
し
な
け
れ
な
ら
な
い
。

 
  
事
業
者
は
、
施
設
及
び
調
理
用
設
備
、
器
具
等
が
破
損
し
た
場
合
は
、
直
ち
に
所
長
へ
報
告
し
、
そ
の
指
示
に
従
う
こ
と
と
す
る
。

 
な
お
、
破
損
の
原
因
が
事
業
者
の
責
に
帰
す
べ
き
理
由
に
よ
る
場
合
は
、
そ
の
損
害
を
賠
償
す
る
こ
と
と
す
る
。

 
 

 
 
市
及
び
事
業
者
が
用
意
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
別
表
３
の
と
お
り
と
す
る
。
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要
 
求
 
項
 
目

 
要
 
 
 
 
 
 
 
求
 
 
 
 
 
 
内
 
 
 
 
 
 
 
容

 
10

 
リ
ス
ク
管
理
方
針

 
（

1）
リ
ス
ク
分
担
に
つ
い
て

 
 

  
市
と
事
業
者
の
主
な
リ
ス
ク
分
担
方
針
は
、
別
表
４
の
と
お
り
と
す
る
。

 
 

11
 
研
修
に
つ
い
て

 
（

1 ）
研
修
の
実
施
に
つ
い
て

 
   （

2 ）
研
修
へ
の
参
加
に
つ
い
て

 
 

 事
業
者
は
、
学
校
給
食
衛
生
管
理
基
準
に
従
い
、
学
校
給
食
の
目
標
を
十
分
理
解
し
、
児
童
・
生
徒
の
健
や
か
な
成
長
に
資
す
る
為
、
安

全
衛
生
管
理
及
び
調
理
・
食
品
の
取
扱
い
が
適
正
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
、
研
修
等
を
学
期
毎
に
実
施
し
て
、
調
理
等
業
務
従
事
者
の
資
質
の

向
上
を
図
る
よ
う
努
め
る
こ
と
と
す
る
。

 
  
事
業
者
は
、
教
育
委
員
会
の
指
定
し
た
研
修
に
、
調
理
業
務
従
事
者
を
参
加
さ
せ
る
こ
と
と
す
る
。

 
 

12
 
報
告
に
つ
い
て

 
（

1）
日
常
の
報
告
に
つ
い
て

 
 

  
事
業
者
は
、
別
表
５
に
掲
げ
る
事
項
を
所
長
へ
報
告
す
る
こ
と
と
す
る
。
な
お
、
報
告
書
は
、
書
式
に
記
載
の
書
類
を
添
付
し
て
提
出
す

る
こ
と
と
す
る
。

 
 

13
 
守
秘
義
務

 
（

1）
知
徳
し
た
情
報
等
に
つ
い
て

 
      

 
本
事
業
を
実
施
す
る
事
業
者
は
、
業
務
に
関
し
て
市
か
ら
開
示
さ
れ
た
資
料
・
情
報
及
び
本
業
務
の
遂
行
を
通
し
て
知
得
し
た
資
料
・
情

報
を
、
第
三
者
に
開
示
し
、
ま
た
漏
洩
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

 
ア
 
市
か
ら
知
得
す
る
以
前
に
所
有
し
て
い
た
も
の
。

 
 
イ
 
市
か
ら
知
得
す
る
以
前
に
既
に
公
知
の
も
の
。

 
ウ
 
市
か
ら
知
得
し
た
後
に
、
事
業
者
の
責
に
帰
し
得
な
い
事
由
に
よ
り
公
知
と
な
っ
た
も
の
。

 
エ
 
正
当
な
権
限
を
有
す
る
第
三
者
か
ら
秘
密
保
持
の
義
務
を
伴
わ
ず
知
得
し
た
も
の
。

 

14
 
そ
の
他

 
（

1 ）
関
係
機
関
へ
の
協
力
に
つ
い
て

 
  

（
2）

防
災
対
策
に
つ
い
て

 
 

（
3）

会
議
等
へ
の
出
席
に
つ
い
て

 
 

 事
業
者
は
、
教
育
委
員
会
及
び
保
健
所
等
の
検
査
機
関
に
よ
る
立
ち
入
り
検
査
等
が
実
施
さ
れ
る
場
合
は
、
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

 
 事
業
者
は
、
施
設
で
実
施
す
る
火
災
・
地
震
等
の
防
災
訓
練
に
、
調
理
等
従
事
者
を
参
加
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
 事
業
者
は
、
市
の
会
議
及
び
協
議
等
に
業
務
責
任
者
の
出
席
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

4



要
 
求
 
項
 
目

 
要
 
 
 
 
 
 
 
求
 
 
 
 
 
 
内
 
 
 
 
 
 
 
容

 

（
4）

学
校
行
事
へ
の
参
加
等
に
つ
い
て

 
 （

5）
給
食
時
間
変
更
の
対
応
に
つ
い
て

 
 （

6）
実
習
生
等
の
受
入
れ
に
つ
い
て

 

 
事
業
者
は
、
交
流
給
食
等
へ
の
参
加
依
頼
が
あ
っ
た
場
合
は
、
必
要
に
応
じ
て
調
理
業
務
従
事
者
を
出
席
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
 

 事
業
者
は
、
学
校
行
事
等
の
た
め
給
食
時
間
に
変
更
が
あ
る
場
合
は
、
適
切
に
対
応
す
る
こ
と
と
す
る
。

 
  
事
業
者
は
、
職
場
体
験
や
実
習
生
の
受
入
れ
に
協
力
す
る
こ
と
と
す
る
。
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（
別

表
１

）　
受

配
校

及
び

１
日

当
た

り
の

予
定

食
数

(令
和

５
年

３
月

１
日

現
在

)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
加

治
木

学
校

給
食

セ
ン

タ
ー

姶
良

市
加

治
木

町
木

田
4
38

8
20

食

1
1
ク

ラ
ス

1
5
ク

ラ
ス

姶
良

市
加

治
木

町
反

土
21

6
2

５
ク

ラ
ス

３
ク

ラ
ス

6
2
ク

ラ
ス

1
,8

53
食

合
計

3
1
4食

5
8
0食

姶
良

市
立

永
原

小
学

校

姶
良

市
立

加
治

木
小

学
校

姶
良

市
立

加
治

木
中

学
校

5
9食

3
8食

姶
良

市
立

竜
門

小
学

校
姶

良
市

加
治

木
町

小
山

田
13

6
3

姶
良

市
加

治
木

町
西

別
府

5
94

姶
良

市
加

治
木

町
反

土
29

5
5

食
数

（
職

員
含

）

姶
良

市
加

治
木

町
仮

屋
町

2
51

姶
良

市
加

治
木

町
木

田
17

1
-1

姶
良

市
加

治
木

町
仮

屋
町

2
48

姶
良

市
加

治
木

町
錦

江
町

7
4

住
所

5
9食

3
1食

4
9
0食

2
6
2食

ク
ラ

ス
数

３
ク

ラ
ス

２
ク

ラ
ス

1
4
ク

ラ
ス

９
ク

ラ
ス

幼
稚

園
・
学

校
名

姶
良

市
立

加
治

木
幼

稚
園

姶
良

市
立

錦
江

幼
稚

園

姶
良

市
立

柁
城

小
学

校

姶
良

市
立

錦
江

小
学

校

6



（
別

表
２

）　
市

と
事

業
者

の
業

務
分

担
表

（
別

表
３

－
１

）
　

市
が

準
備

す
る

物

秤 秤
台

○

○ ○ ○

○

移
動

台

一
槽

シ
ン

ク

○

二
槽

シ
ン

ク

調
理

台

ス
ラ

イ
サ

ー

移
動

台

　

事
業

者

○ ○

連
続

揚
げ

物
機

時
計

作
業

台

検
収

室

下
処

理
室

調
理

室

カ
ッ

タ
ー

二
槽

シ
ン

ク

○ ○○

設
置

場
所

物
品

名

○

皮
 

機

栄
養

指
導

業
務

○

食
数

管
理

業
務

給
食

費
管

理
業

務

○

保
存

食
の

保
存

業
務

（
調

理
済

食
品

）
2週

間
分

調
理

指
示

書
、

調
理

工
程

表
の

作
成

業
務

食
材

調
達

業
務

個
人

作
業

工
程

表
・
作

業
動

線
図

の
作

成
業

務

検
収

業
務

保
存

食
の

保
存

業
務

（
原

材
料

）

○

釜
割

り
表

○○

1
4

1
2

調
理

業
務

（
ア

レ
ル

ギ
ー

対
応

食
調

理
含

む
）

検
食

業
務

配
缶

業
務

（
コ

ン
テ

ナ
積

込
み

含
む

）

○

6 7 9 1
0

1
18

○

1 2 3 4 5

市

1
3

運
搬

・
回

収
業

務

2
0

○
施

設
設

備
等

の
保

守
・
維

持
管

理
業

務

洗
浄

・
殺

菌
業

務

2
1

業
務

内
容

献
立

表
作

成

1
7

1
8

1
9

1
5

1
6

 プ
レ

ー
ト
殺

菌
庫

包
丁

・
ま

な
板

熱
風

消
毒

保
管

庫

残
菜

・
厨

芥
集

積
業

務

残
菜

・
厨

芥
処

理
業

務

清
掃

・
整

理
整

頓
業

務
　

(設
備

・施
設

の
日

常
的

点
検

含
む

)

使
用

物
品

等
管

理
業

務

移
動

台

台
車

缶
切

機

ジ
ュ

ー
サ

ー
ミ
キ

サ
ー

一
槽

シ
ン

ク

○ ○

7



（
別

表
３

－
２

）　
市

が
準

備
す

る
物

（
別

表
３

－
３

）
　

市
が

準
備

す
る

物

　

物
品

名
洗

浄
・
配

送
室

光
熱

水
費

温
湿

計

非
加

熱
用

冷
蔵

庫

時
計

配
膳

台

真
空

冷
却

機

ガ
ス

回
転

釜

蒸
気

式
回

転
釜

食
缶

シ
ン

ク

食
器

シ
ン

ク

ス
プ

ー
ン

浸
透

槽

コ
ン

テ
ナ

調
理

台

配
膳

台

設
置

場
所

ざ
る

受
台

食
器

消
毒

保
管

庫

移
動

シ
ン

ク

一
般

調
理

器
具

（包
丁

等
）

残
留

塩
素

測
定

器

ス
パ

テ
ラ

ス
タ

ン
ド

調
理

室

洗
浄

・
配

送
室

食
器

洗
浄

機

食
缶

洗
浄

機

ス
プ

ー
ン

・
は

し
洗

浄
機

経
費

削
減

に
努

め
る

こ
と

と
す

る
運

搬
車

燃
料

費

そ
の

他

洗
濯

機

乾
燥

機

消
火

器

運
搬

車

デ
ジ

タ
ル

式
秤

秤 ２
段

棚

ボ
イ

ラ
ー

ホ
ワ

イ
ト
ボ

ー
ド

食
器

消
毒

保
管

庫

壁
掛

扇
風

機

消
火

器

時
計

水
切

台

秤 給
食

運
搬

用
配

送
車

8



（
別

表
３

－
４

）　
事

業
者

が
準

備
す

る
物

（
別

表
３

－
5
）　

事
業

者
が

準
備

す
る

物

項
目

物
品

名
等

調
理

等
の

業
務

に
必

要
な

物
品

及
び

被
服

等

個
人

衛
生

に
必

要
な

物
品

事
務

用
消

耗
品

救
急

用
品

通
信

費

項
目

事
務

用
機

器

作
業

用
短

靴

作
業

用
帽

子

ネ
ッ

ト

救
急

絆
創

膏
、

消
毒

薬
等

通
信

に
あ

た
る

経
費

マ
ス

ク
等

（
作

業
区

分
に

応
じ

て
準

備
す

る
）

ペ
ー

パ
ー

タ
オ

ル
等

そ
の

他
作

業
着

洗
濯

用
洗

剤
、

ト
イ

レ
ッ

ト
ペ

ー
パ

ー
及

び
そ

の
他

事
業

者
が

負
担

す
る

こ
と

が
適

当
と

認
め

ら
れ

る
も

の

作
業

用
長

靴

胸
付

前
掛

け

作
業

用
白

衣
（
上

下
）

消
毒

用
ア

ル
コ

ー
ル

等
食

器
洗

浄
洗

剤

爪
ブ

ラ
シ

（
各

人
別

）

石
鹸

調
理

用
手

袋
（
使

い
捨

て
含

む
）

事
務

文
具

類
一

式

物
品

名
等

研
修

会
費

調
理

従
事

者
に

係
る

研
修

会
等

の
経

費
等

検
査

手
数

料
・
腸

内
細

菌
検

査
(赤

痢
菌

・
サ

ル
モ

ネ
ラ

菌
・
O

-2
6
・O

-
11

1
・O

-
15

7)
毎

月
２

回
・
ノ

ロ
ウ

ィ
ル

ス
高

感
度

検
査

(遺
伝

子
型

に
よ

ら
な

い
概

ね
便

1
g当

た
り

1
0
の

5乗
オ

ー
ダ

ー
の

ノ
ロ

ウ
ィ

ル
ス

を
検

出
で

き
る

検
査

法
に

よ
る

こ
と

)
1
0～

3
月

の
月

１
回

及
び

感
染

の
疑

い
発

生
時

・
健

康
診

断
料

9



市
事
業
者

市
の
指
示
に
よ
る
も
の

○

事
業
者
の
事
業
放
棄
、
破
綻

○

不
可
抗
力
リ
ス
ク

天
災
、
暴
動
等
に
よ
る
履
行
不
能

○

許
認
可
リ
ス
ク

事
業
の
実
施
に
必
要
な
許
認
可
取
得
の
遅
延
等

○

計
画
変
更
リ
ス
ク

事
業
内
容
の
変
更
等

○

運
営
費
上
昇
リ
ス
ク

計
画
変
更
以
外
の
要
因
に
よ
る
運
営
費
用
の
増

大
○

事
業
者
の
責
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ

る
場
合

○

上
記
以
外

○

実
施
条
件
を
超
え
る
需
要
変
動

○

上
記
以
外

○

事
業
者
の
責
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ

る
場
合

○

上
記
以
外

○

（
別
表
４
）
リ
ス
ク
分
担
方
針

※
需
要
変
動
リ
ス
ク
（
給
食
日
数
の
日
々
の
変
動
に
伴
う
勤
務
調
整
等
）
は
、
事
業
者
の
負
担
と
す
る
。
た
だ

し
、
実
際
の
年

間
調
理
数
が
実
施
条
件

（
「
調
理
予
定
日
数
」
×
「
日
最
大
調
理
数
」
）
を
超
え
る
と
き
は
、
市
の
負
担
と
す
る
。

リ
ス
ク
の
種
類

リ
ス
ク
の
内
容

負
担
者

事
業
の
中
止
・
延
期
に
関
す
る
リ
ス
ク

施
設
損
傷
リ
ス
ク

需
要
変
動
リ
ス
ク

調
理
事
故
・
異
物
混
入
等
リ
ス
ク

1
0



（
別

表
５

）　
日

常
の

報
告

に
つ

い
て

1
0

長
期

休
業

中
に

お
け

る
清

掃
業

務
完

了
確

認
書

長
期

休
業

終
了

後
１

週
間

以
内

様
式

1
1

様
式

通
知

後
１

か
月

以
内

調
理

等
業

務
従

事
者

報
告

書

調
理

等
業

務
委

託
状

況
改

善
報

告
書

提
出

期
限

作
業

開
始

前

毎
月

５
日

（
前

月
分

）

作
業

終
了

後

毎
月

５
日

（
前

月
分

）

変
更

の
都

度
　

２
日

前

作
業

終
了

後

作
業

終
了

後

年
度

当
初

　
給

食
開

始
１

週
間

前

作
業

終
了

後

作
業

終
了

後

作
業

終
了

後

作
業

終
了

後

毎
月

５
日

（
前

月
分

）

実
施

後
直

ち
に

様
式

1
7

様
式

1
9

様
式

２

様
式

３

様
式

５

様
式

４

様
式

1
5

様
式

７

様
式

６

様
式

1
3

様
式

1
0

様
式

1
2

1
4

1
6

1
8

検
査

機
関

所
定

の
様

式

温
度

管
理

表
作

業
終

了
後

様
式

1
4

運
行

日
誌

結
果

を
受

け
た

後
直

ち
に

便
培

養
検

査
報

告
書

委
託

業
務

終
了

届

作
業

動
線

図

実
施

後
直

ち
に

病
院

所
定

の
様

式

業
務

日
誌

健
康

診
断

書

学
校

給
食

従
事

者
個

人
別

健
康

観
察

記
録

票

作
業

日
誌

・
機

械
・
器

具
点

検
記

録
票

調
理

等
業

務
完

了
届

調
理

等
業

務
従

事
者

変
更

報
告

書

研
修

報
告

書

保
存

食
日

誌

1 2 3 4

報
告

書
の

種
類

5 6 ※
　

「
調

理
等

業
務

委
託

状
況

改
善

報
告

書
（
様

式
７

）
」
に

つ
い

て
は

、
市

か
ら

委
託

業
務

等
の

問
題

点
に

つ
い

て
、

指
摘

事
項

が
あ

っ
た

場
合

提
出

し
、

そ
の

状
況

に
応

じ
改

善
に

努
め

る
こ

と
と

す
る

。

7 1
58

様
式

９

様
式

1
8

残
量

表

様
式

８
学

校
給

食
日

常
点

検
票

1
9

1
1

1
7

1
2

1
3

個
人

作
業

工
程

表

9

1
1



表　　　題

様式 1 学校別人数表

様式 2 作業日誌・機械・器具点検記録票

様式　 3 調理等業務完了届

様式　 4 調理等業務従事者報告書

様式　 5 調理等業務従事者変更報告書

様式　 6 研修報告書

様式　 7 調理等業務委託状況改善報告書

様式　 8 学校給食日常点検票

様式　 9 残量表

様式　 10 保存食日誌

様式　 11 長期休業中における清掃業務完了確認書

様式　 12 学校給食従事者個人別健康観察記録票

様式　 13 個人作業工程表

様式　 14 温度管理票

様式　 15 運行日誌

様式　 16 調理作業工程表

様式　 17 作業動線図

様式　 18 業務日誌

様式　 19 委託業務終了届

様式番号

姶良市立加治木学校給食センター調理等業務に関する様式一覧表
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1年 2年 3年 4年 5年 6年 職員

 0

1年 2年 3年 4年 5年 6年 職員

１組

２組 仲良し

３組

4組 0

 

1年 2年 3年 4年 5年 6年 職員

１組

２組 0

３組

1年 2年 ３年 4年 5・６年 職員

0

様式１

永
原
小

学校別人数表

竜
門
小

柁
城
小

加
治
木
小

13



１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 職員

１組

２組 仲良し

3組 0

１年 ２年 ３年 うさぎ

１組 りす

２組 ぞう

３組 ☆きりん 0

４組

５組 ☆ゆり

６組 ばら 0

７組

職員 総合 0

幼稚園 小学校 中学校センター 総計

0

※職員には予備数含む
　　柁城・加小・錦小・永小～４
　　竜小～３
　　幼稚園～２(☆に追加）
　　中学校～６

錦
江
小

加
治
木
中

センター

錦
江
幼

加
治
木
幼

14
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様式３ 
                                      令和  年  月  日 
姶 良 市 長 殿 
 

                         
調理等業務完了届（  月分） 

 
 
 
                        
                        住   所   
                                
                        商   号   
                        受 託 者                印 
 
 
 

 下記のとおり業務を完了したのでお届けします。 
 
 
     委 託 件 名      
 
     委 託 場 所      
 

   契 約 年 月 日     令和  年  月  日 
 
     履 行 内 容       
 
     給食実施回数            回 
 

   清掃実施回数            回 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

調理等業務完了確認者 給食センター所長             
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様式４ 
                                   令和  年  月  日 
 姶 良 市 長  殿 

  
                            受託者          印 

調理等業務従事者報告書 
 
 このことについて、下記のとおり決定しましたので報告いたします。 
 

記 
 

調理等業務受託センター名    姶良市立加治木学校給食センター 
 

１ 業務責任者 
氏   名 性別 年齢 住      所 電  話 有資格免許名 
      

２ 副業務責任者 
氏   名 性別 年齢 住      所 電  話  
       
       

 
３ 衛生管理責任者  氏名             資格名 
 
４ 調理従事者 
 
氏   名 性別 年齢 住      所 電  話 有資格免許  
                      正 パ 
      正 パ 
      正 パ 
      正 パ 
      正 パ 
      正 パ 
      正 パ 
      正 パ 
      正 パ 
      正 パ 
      正 パ 
      正 パ 
      正 パ 
      正 パ 
      正 パ 
      正 パ 
      正 パ 
      正 パ 
      正 パ 
      正 パ 

 
５ 添付書類   (1)履歴書の写し（入社日のわかるもの） 
               (2)調理師及び栄養士等免許の写し 
               (3)健康診断結果報告書の写し（従事前１ヶ月以内のもの） 
               (4)検便結果成績書の写し（従事前２週間以内のもの） 

17



様式５ 
                                      令和  年  月  日 
 姶 良 市 長  殿 
 
 
 

                 
                                受託者               印 

 
調理等業務従事者変更報告書 

 
 
 このことについて、下記のとおり決定しましたので報告いたします。 
 
 

記 
 

調理等業務受託センター名    姶良市立加治木学校給食センター 
 

１ 業務責任者 
 
 

氏   名 性別 年齢 住   所 電 話 
有 資 格 
免 許 名 

変 更 月 日 
変 更 理 由 

変更前  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

変更後        
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

２ 副業務責任者 

 氏   名 性別 年齢 住   所 電 話 
有 資 格 
免 許 名 

変 更 月 日 
変 更 理 由 

変更前  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

変更後  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

３ 衛生管理責任者 

 氏    名 変  更  日 資 格 

変更前   有・無 

変更後   有・無 

４ 調理従事者 

 氏    名 変  更  日 資 格 

変更前   有・無 

変更後   有・無 

 
 
４ 添付書類 
 調理等業務従事者報告書と同様とする。 
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様式６ 
 
                                      令和  年 月  日 
 姶 良 市 長 殿 
 
 
 

                 
                                受託者               印 

 
研  修  報  告  書 

 
（給食施設管理者・従事者研修会） 

 
 
１ 実 施 日     令和  年  月  日 （  ） 
 
２ 研 修 会 場   
 
３ 受 講 者    
 
４ 内   容 （詳細に書いて下さい） 
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様式７ 
令和  年  月  日 

姶 良 市 長  殿 
 
 
                                              

              受託者           印 
 
 
 

令和   年   月分調理等業務委託状況改善報告書 
 
 
このことについて、下記の問題点を次のとおり改善したので報告します。 
 

記 
 

問  題  点 改 善 の 実 施 内 容 (具 体 的 に) 
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様式８ 

学校給食日常点検票 

 

網掛市記入 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所長 栄養教諭 担当 
       月   日  曜日  天気   

 
気温 

調理室  冷蔵・冷凍庫 
食品庫 調味料庫 

 調理前 調理中  調理前 調理中 夕方 
温度 ℃ ℃ ℃ 冷蔵庫 ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ 
湿度  ％ ％ 冷凍庫    ％ ％ 

 非冷凍    

□便所に石けん液，アルコールやペーパータオルは十分にある。 
□調理衣(上下)，履物等は脱いだ。 
□用便後の手指は確実に洗浄・消毒した。 

便所 

□部外者が立ち入った。 
□部外者の健康状態を点検・記録した。 
□部外者は衛生的な服装であった。 

調理室の立ち入り 
□主食・牛乳や調理場を経由しない直送品は，検収票に基づき十分に点検し記録した。 
□牛乳等温度管理が必要な食品は保冷庫等により適切に保管した。 
□受配校搬入時の時刻を記録した。 

共同調理場受配校 

□調理場の清掃・清潔状態はよい。 
□調理室には調理作業に不必要な物品等を置いていない。 
□主食置場，容器は清潔である。 
□床，排水溝は清潔である。 
□調理用機械・機器・器具は清潔である。 
□冷蔵庫内は整理整頓され，清潔である。 
□機械，機器の故障の有無を確認した。 
□食品の保管室の温度・湿度は適切である。 
□冷蔵庫・冷凍庫（ただし，保存食の保管ための専用冷凍庫につい

ては－20℃以下）の温度は適切である。 
□食器具，容器や調理器具は乾燥しており，保管場所は清潔である。 
□手洗い施設の石けん液，アルコール，ペーパータオル等は十分に

ある。 

 

施設・設備 
□食品は，検収室において検収責任者が立ち会い受け取った。 
□品質，鮮度，包装容器の状況，異物の混入，品質表示等を十分に

点検し，記録した。 
□納入業者は衛生的な服装である。 
□納入業者は検収時に下処理室や調理室に立ち入ってない。 

□食品は，食品保管場所に食品の分類毎に衛生的に保管した。 

検 収 

□調理衣・エプロン・マスク・帽子は清潔である。 
□履物は清潔である。 
□適切な服装をしている。 

□爪は短く切っている。 

□石けん液やアルコールを使って手指を洗浄・消毒した 
□下痢をしている者はいない。 
□発熱，腹痛，嘔吐をしている者はいない。 
□本人や家族に感染症又はその疑いがある者はいない。 
□感染症又はその疑いがある者は医療機関に受診させて

いる。 
□手指・顔面に化膿性疾患がある者はいない。 

服
装
等 

手洗い 

健
康
状
態 

学校給食従事者 

□作業前に十分（5 分間程度）流水した。 
□使用水の外観(色・濁り)，臭い，味を確認した。 
（ 異常なし，異常あり ） 

□残留塩素について確認し，記録した。（0.1 ㎎／Ｌ以上あった）
（     ㎎／Ｌ） 

使用水 

□検食は，児童生徒の摂食 30 分前に実施している。 
□加熱調理や冷却は，適切に行っている。 
□異味，異臭，異物等の異常はない。 
□検食結果については，時間等も含め記録した。 

検食 

□下痢をしている者はいない。 
□発熱，腹痛，嘔吐をしている者はいない。 
□衛生的な服装をしている。 
□手指は確実に洗浄した。 

給食当番 

□調理に伴う廃棄物は，分別し，衛生的に処理されている。 
□返却された残菜は，非作業区域に持ち込んでいない。 
□残菜容器は清潔である。 
□廃棄物の保管場所は清潔である。 

廃棄物の処理 

□給食物資以外のものは入れてない。 
□通風，温度，湿度等の衛生状態は良い。 
□ネズミやはえ，ごきぶり等衛生害虫はいない。 

食品保管室 

□調理終了後，速やかに喫食されるよう配送や配膳にかかる時間は適切である(2 時間以内)。 
□釜別，ロット別に直送先を記録し，搬出時刻と搬入時刻を記録した。 
□配送記録をつけている。 

配送・配膳 

□食器具，容器や調理用器具は，確実に洗浄・消毒した。 
□食器具，容器や調理用器具の損傷を確認し，乾燥状態で保管した。 
□分解できる調理機械・機器は，使用後に分解し，洗浄・消毒，乾燥した。 

食器具・容器・器具の洗浄・消毒 

□エプロン・履物等は下処理専用を使用している。 
□加熱処理用，非加熱調理毎に下処理した。 
□下処理終了後，容器・器具の洗浄・消毒を確実に行った。 
□野菜類等は流水で十分洗浄した。また，生食する場合，必要に
応じて消毒した。 

下処理 

□原材料は適切に温度管理した。 
□作業区分ごとに手指は洗浄・消毒した。 
□魚介類・食肉類，卵類を取り扱った手指は洗浄・消毒した。 
□調理機器・容器・器具は食品・処理別に専用のものを使用した。 
□加熱調理においては，十分に加熱し（75℃，1 分以上），その温度

と時間を記録した。 
□加熱処理後冷却した食品は，適切に温度管理し，過程ごとの温度と

時間を記録した。 
□和え物，サラダ等は十分に冷却したか確認し，調理終了時の温度と

時間を記録した。 
□調理終了後の食品は二次汚染を防止するため適切に保管した。 
□床に水を落とさないで調理した。 
 

調理時 

□食品を水で冷却する場合は，有利残留塩素について確認し，その
時の温度と時間を記録した。 

□調理作業終了時に，遊離残留塩素は確認して記録した。 
（0.1 ㎎/Ｌ以上あった）（           ㎎/Ｌ ） 

使用水 

□原材料，調理済み食品を全て５０ｇ程度採取した。 
□釜別・ロット別に採取した。 
□保存食容器（ビニール袋等）に採取し，－20℃以下の冷凍庫に 2
週間以上保存した。 

□採取，廃棄日時を記録した。 

保存食 

□調理終了後の食品を素手で扱っていない。 
□飲食物の運搬には，ふたを使用した。 
□配食時間は記録した。 
□食缶を床上６０㎝以上の置台等に置いた。 
 

配食 

作 
 

業 
 

前 

作 
 

業 
 

中 

作 
 

業 
 

後 
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様式９        残量表 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所長 栄養教諭 担当 
 
 

   

   月    日    曜日  

 残量 備考 

加 治 木 幼 稚 園 Kg  

錦 江 幼 稚 園 Kg 

柁 城 小 学 校 Kg 

加 治 木 小 学 校 Kg 

錦 江 小 学 校 Kg 

竜 門 小 学 校 Kg 

永 原 小 学 校 Kg 

加 治 木 中 学 校 Kg 

合 計 Kg  

所長 栄養教諭 担当 
 
 

   

   月    日    曜日  

 残量 備考 

加 治 木 幼 稚 園 Kg  

錦 江 幼 稚 園 Kg 

柁 城 小 学 校 Kg 

加 治 木 小 学 校 Kg 

錦 江 小 学 校 Kg 

竜 門 小 学 校 Kg 

永 原 小 学 校 Kg 

加 治 木 中 学 校 Kg 

合 計 Kg  

所長 栄養教諭 担当 
 
 

   

   月    日    曜日  

 残量 備考 

加 治 木 幼 稚 園 Kg  

錦 江 幼 稚 園 Kg 

柁 城 小 学 校 Kg 

加 治 木 小 学 校 Kg 

錦 江 小 学 校 Kg 

竜 門 小 学 校 Kg 

永 原 小 学 校 Kg 

加 治 木 中 学 校 Kg 

合 計 Kg  
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廃棄年月日

廃棄時間

廃棄者

No 食品名 採取時間 採取者 No 料理名 釜番号 採取時間 採取者

　　　　時　　　　　分

様式10　　　　　　　　　保　存　食　日　誌

調理前の原材料

採取年月日 年　　月　　日　　曜日

調理済みの料理

　　年　　月　　日　　曜日
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2
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2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

3
1

土
日

月
火

水
木

金
土

日
月

火
水

木
金

土
日

月
火

水
木

金
土

日
月

火
水

木
金

土
日

月

①
下

痢
を

し
て

い
な

い
。

②
発

熱
を

し
て

い
な

い
。

③
腹

痛
を

し
て

い
な

い
。

④
嘔

吐
を

し
て

い
な

い
。

⑤
手

指
，

顔
面

に
傷

は
な

い
。

（
注

１
）

⑥
手

指
，

顔
面

に
で

き
も

の
は

な
い

。
　

（注
１

）

⑦
感

染
症

の
感

染
，

ま
た

は
そ

の
疑

い
は

な
い

。

①
白

衣
，

エ
プ

ロ
ン

，
帽

子
，

マ
ス

ク
は

清
潔

で
あ

る
。

②
履

き
物

は
清

潔
で

あ
る

。

③
適

切
な

服
装

を
し

て
い

る
。

④
爪

は
短

く
切

っ
て

い
る

。

①
下

痢
を

し
て

い
な

い
。

②
発

熱
を

し
て

い
な

い
。

③
腹

痛
を

し
て

い
な

い
。

④
嘔

吐
を

し
て

い
な

い
。

⑤
感

染
症

の
感

染
，

ま
た

は
そ

の
疑

い
は

な
い

。

（
注

１
）
化

膿
性

疾
患

が
手

指
に

あ
る

場
合

は
調

理
作

業
に

従
事

す
る

こ
と

を
禁

止
す

る
こ

と
。

※
項

目
で

異
常

が
あ

っ
た

場
合

は
，

速
や

か
に

衛
生

管
理

者
に

報
告

し
，

指
示

を
仰

ぐ
こ

と
。

家 族

健 康 状 態

備
考

確
認

者
印

様
式

1
2
　

学
校

給
食

従
事

者
個

人
別

健
康

観
察

記
録

票
令

和
　

  
 　

年
　

  
  
月

氏
名

本 人

健 康 状 態 服 装 等

2
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様
式

1
3

個
人

作
業

工
程

表
令

和
　

　
　

年
　

　
　

月
　

　
　

日
  

　
 曜

日
材

料
：

ス ラ イ サ ー 食 器 入 れ主 菜

所
長

栄
養

士
栄

養
士

責
任

者

1
1
:3

0
1
2
:0

0
8
:1

5
9
:0

0
9
:3

0
1
0
:0

0
1
0
:3

0
1
1
:0

0
献

立
名

作
業

担
当

揚 げ 物

手
袋
→
手
　
エ
プ
ロ
ン
→
エ
　
着
衣
交
換
→
着
　
手
洗
い
→
洗
　
休
憩
→
休
　
主
菜
→
主
　
副
食
→
副
　
揚
げ
物
→
揚
　
配
缶
準
備
→
準
　
補
助
→
補
　
温
度
→
温
　
検
食
→
検
　
洗
浄
準
備
→
蒸
　
器
具
運
び
→
器

下
処

理
洗

浄

検 収 ・ 荷 受 け

下 処 理副 菜

2
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様式１４ 

温度管理票 令和 年  月  日 （  ） 
 
 
             
 

＜ 仕上げ温度 ＞ 
 1 釜 2 釜 3 釜 4 釜 

温 

食 

釜 分 け 
    

仕上げ時間 ： ： ： ： 
温   度 ℃ ℃ ℃ ℃ 

副 

食 

釜 分 け 
    

仕上げ時間 ： ： ： ： 
温   度 ℃ ℃ ℃ ℃ 

 
＜揚げ物・ボイル物 中心温度＞ 
 １回目 ２回目 ３回目 ４回目 ５回目 ６回目 

釜分け       

測定時間 ： ： ： ： ： ： 
（     ） ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ 
（     ） ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ 
 
＜ゆで野菜中心温度＞                   ＜たれ・ソース＞        

  
 

＜アレルギー食中心温度＞ 
 （      ） （      ） （      ） （      ） 

測定時間 ： ： ： ： 
中心温度 ℃ ℃ ℃ ℃ 

 
＜配送時温度＞ 
コンテナ収納時 ： ： ： ： 
測 定 学 級 名     
温     食 ℃ ℃ ℃ ℃ 
副食（    ） ℃ ℃ ℃ ℃ 
副食（    ） ℃ ℃ ℃ ℃ 
 

配
送 

 ルート① ルート② 

先発   

後発   

 

所長 栄養士 担当 
    

変更等  

     冷却

開始 
冷却

終了 
和え

た後 
測定時間 ： ： ： ： ： ： ： 
１釜目 ℃ ℃ ℃ ℃  

℃ 
 

℃ 
 

℃ ２釜目 ℃ ℃ ℃ ℃ 

  
測定時間 ： 

 ℃ 
 ℃ 

27



 

 

 

 

 

配 
 

送 

運転者  時刻 受領印 走行メーター 所長   

センター発 ：     

 

 

  ：   

 ：   降車時の
燃料計の
位置 

 

補助者  ：   

 ：   アルコール検知器測定結果 

【確認時間】   ：    

【測定数値】            mg/L 

【確 認 者】 

 ：   

センター着 ：  ㎞ 

回 
 

収 

運転者  時刻 走行メーター 降車時の燃料計の

位置 

給油時走行 
メーター センター発 ：  

 ：   ㎞ 
 ：  給油量 

補助者  ：    
 ：  給油所名 アルコール検知器測定結果 

【確認時間】   ：    

【測定数値】            mg/L 

【確 認 者】 

    

 ：   

センター着 ： ㎞ 

   月   日  曜日  天気  

   月   日  曜日  天気  

配 
 

送 

運転者  時刻 受領印 走行メーター 所長   

センター発 ：     

 
 

  ：   

 ：   降車時の
燃料計の
位置 

 

補助者  ：   

 ：   アルコール検知器測定結果 

【確認時間】   ：    

【測定数値】            mg/L 

【確 認 者】 

 ：   

センター着 ：  ㎞ 

回 
 

収 

運転者  時刻 走行メーター 降車時の燃料計の

位置 

給油時走行 
メーター センター発 ：  

 ：   ㎞ 
 ：  給油量 

補助者  ：    
 ：  給油所名 アルコール検知器測定結果 

【確認時間】   ：    

【測定数値】            mg/L 

【確 認 者】 

    

 ：   

センター着 ： ㎞ 

Ｅ Ｆ 

様式１５ 運行日誌 

Ｅ Ｆ 

Ｅ Ｆ 

Ｅ Ｆ 

28
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様
式

1
7

作
業
動
線
図

回
転

釜
回

転
釜

回
転

釜
回

転
釜

回
転

釜

女
子

休
憩

室

保
存

食

冷
凍

庫

ガ
ス

式
回

転
釜

ガ
ス

式
回

転
釜

手
洗

い

女
子

手
洗

い
ト

イ
レ

手
洗

い

男
子

食
品

庫
冷

凍
庫

ト
イ

レ
冷

蔵
庫

事
務

所

食
品

庫
手

洗
い

男
子

休
憩

室
下

処
理

用
シ

ン
ク

検
収

室
物

品
庫

掃
除

道
具

検
収

室
プ

ラ
ッ

ト
ホ

ー
ム

球
根

皮
む

き
機

手
洗

い

運
搬

車

玄
関

冷
凍

庫
刃

保
管

庫
流

し

調
理

台
包

丁
ま

な
板

消
毒

保
管

庫

コ
ン

テ
ナ

コ
ン

テ
ナ

調
理

台
調

理
台

コ
ン

テ
ナ

シ
ン

ク
シ

ン
ク

調
理

台

シ
ン

ク

ス
ラ

イ
サ

－

コ
ン

テ
ナ

コ
ン

テ
ナ

揚
げ

物
機

コ
ン

テ
ナ

コ
ン

テ
ナ

真
空

冷
却

機

料
理
名
・
食
品
名

肉
用

消
毒

保
管

庫
器

具
・
食

缶
消

毒
保

管
庫

研
修

室
移

動
台

移
動

台
移

動
台

移
動

台
移

動
台

3
0



様式18

特記事項

業 務 日 誌

配置人数

人

機器

上・下処理室シンク、蛇口

施設・設備項目 項目内容 良 不可 備考

健康状態項目

真空冷却機（動作・異音・温度計・付属品・衛生状態等）

スライサー（動作・異音・刃こぼれ・ネジ確認・付属品・衛生状態等）

フライヤー（動作・異音・着火・付属品・衛生状態等）

ミキサー（動作・異音・カッター・付属品・衛生状態等）

缶切り機（動作・異音・付属品・衛生状態等）

保管庫（動作・異音・温度・タイマー・液晶表示）

配送車

水道水

蒸気、ガス釜（動作・蒸気圧・蒸気漏れ・衛生状態等）

項目内容

球根皮むき機（動作・異音・回転盤・付属品・衛生状態等）

シャッター（調理場・車庫）

食缶洗浄機（動作・異音・蒸気漏れ)

食器洗浄機

スプーン洗浄機

残留塩素濃度

ボイラー
1号機（動作・異音・ブロー・バルブ蒸気漏れ）

調理業務項目 項目内容

細菌検査

ノロウイルス検査

インフルエンザ

手指傷

感染性胃腸炎等

検査結果

2号機（動作・異音・ブロー・バルブ蒸気漏れ）

エルフ（動作・異音・給油・点検）

アトラス（動作・異音・給油・点検）

良 不可 備考

検査実施・検査結果

本人・家族（　　　　）

本人・家族（　　　　）

作業配置

器具・異物・食材

良

特別洗浄作業

事故

器具・異物・食材・配缶

配送遅れ・配送間違い・事故

不可 備考

委託業者姶良市

出勤者数

人

人員配置

調理業務

回収

下処理

上処理

配送

洗浄

人

令 和 年 月 日

担当所長 栄養士 栄養士

配置人数

配缶業務

洗浄・消毒業務

人員配置

衛生管理業務

使用物品管理業務

配置人数

人

人

人員配置

残菜集積業務

清掃業務

配送・回収業務人

人

人

人

31



部　長 課　長 課長補佐 係　長 係 工事監査監 課長 課長補佐 課長補佐 係長 係

※下記委託業務について、令和　　年　　月　　日に終了したので、

提出します。

 

殿

第 号

一金

様式１９

円也

氏　名

履 行 期 限 令和　　年　　月　　日

検

査

下

命

令和　　　　年　　　　　月　　　　　日
契約

担当者印 契約金額

職

委託業務の目的

場 所

契 約 年 月 日 令和　　年　　月　　日

姶良市長 湯元　敏浩

委 託 業 務 番 号

課　　名

（現在の出来形部分等について、確認してくださるようお願いします。）

令和　　年　　月　　日

契約の相手方住所氏名

委 託 業 務 終 了 届

（出来形部分等確認申請書）

部 合 議 工 事 監 査 課
次　長

※

※

※

※

※

32



作
業

基
準

書



作
 
業
 
項
 
目

 
作
 
 
業
 
 
基
 
 
準
 
 
等

 

１
 
調
理
業
務
作
業
基
準
等
に
つ
い
て

 
   

 
調
理
業
務
作
業
等
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
次
の
法
令
及
び
マ
ニ
ュ
ア
ル
等
を
遵
守
し
、
業
務
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

 
 

(1
) 

学
校
給
食
衛
生
管
理
基
準

 
 

(2
) 

学
校
給
食
調
理
場
に
お
け
る
手
洗
い
マ
ニ
ュ
ア
ル

 
 
 
 
 
（
平
成

20
年
３
月
 
文
部
科
学
省
ス
ポ
ー
ツ
・
青
少
年
局
学
校
健
康
教
育
課
作
成
）

 
 

(3
)  

調
理
場
に
お
け
る
洗
浄
・
消
毒
マ
ニ
ュ
ア
ル

 
 
 
 
 
（
平
成

22
年
３
月
 
文
部
科
学
省
ス
ポ
ー
ツ
・
青
少
年
局
学
校
健
康
教
育
課
作
成
）

 
 

(4
) 

調
理
場
に
お
け
る
衛
生
管
理
＆
調
理
技
術
マ
ニ
ュ
ア
ル

 
 
 
 
 
（
平
成

23
年
３
月
 
文
部
科
学
省
ス
ポ
ー
ツ
・
青
少
年
局
学
校
健
康
教
育
課
作
成
）

 
 

(5
)  

学
校
の
ア
レ
ル
ギ
ー
疾
患
に
対
す
る
取
り
組
み
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

 
 
 
 
 
（
平
成

20
年
３
月
 
公
益
財
団
法
人
日
本
学
校
保
健
会
作
成
）

 
 

(6
) 

学
校
給
食
に
お
け
る
食
物
ア
レ
ル
ギ
ー
対
応
指
針

 
 
 
 
 
（
平
成

27
年
３
月
 
文
部
科
学
省
作
成
）

 
(7

)  
加
治
木
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
マ
ニ
ュ
ア
ル

 

２
 
残
菜
の
計
量
等
に
つ
い
て

 

  

 
残
菜
の
計
量
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
業
務
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

 
 

(1
)  

学
校
別
に
残
菜
を
計
量
す
る
こ
と
。

 
 

(2
)  

計
量
し
た
数
値
は
、「

残
量
表
（
様
式

9 ）
」
に
記
入
し
、
毎
日
業
務
終
了
後

提
出

す
る
こ
と
。

 
 

(3
) 

残
食
調
査
期
間
は
残
食
計
量
に
協
力
す
る
こ
と
。

 
 
※
 
必
要
に
応
じ
、
計
量
の
方
法
を
別
途
指
示
す
る
こ
と
が
あ
る
。

 

３
 
設

備
・

器
具
の

洗
浄

・
殺

菌
・

清

掃
・
整
理
整
頓
等
に
つ
い
て

 
  

 
設
備
・
器
具
の
洗
浄
・
殺
菌
・
清
掃
・
整
理
整
頓
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
業
務
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

 
(1

) 
学
校
給
食
衛
生
管
理
基
準
及
び
各
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
遵
守
し
、
業
務
を

行
う
こ
と
。

 
 

(2
)  

床
（
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
を
含
む
）
は
、
１
日
１
回
以
上
、
非
汚
染

区
域

は
、

週
１
回
以

上
清

掃
を
行
い
、

終
了
時
に
十
分

水
切
り
を
し
、
乾
燥
状
態
に
す
る
こ
と
。

 
 

(3
) 

ゴ
ミ
は
、
で
き
る
だ
け
掃
き
取
る
よ
う
に
し
、
む
や
み
に
排
水
溝
へ
流
し
こ
ま
な
い

こ
と

。
 

 
(4

) 
天
井
、
腰
壁
、
扉
、
窓
の
サ
ン
、
床
等
も
常
に
清
潔
を
保
つ
よ
う
、
清
掃
す
る
こ
と

。
 

 
(5

) 
排
水
溝
の
排
水
マ
ス
の
網
も
洗
浄
す
る
こ
と
。
ま
た
、
排
水
溝
の

詰
ま

り
や

逆
流
が
起

き
た

場
合
は
、
速

や
か
に
対
処
で

き
る
よ
う
構
造
や
配
置
を
把
握
し
て
お
く
こ
と
。

 
 

(6
)  

施
設
は
、
定
期
的
に
（
週
１
回
以
上
）
点
検
し
、
破
損
箇
所
等
を

発
見

し
た

場
合
は
、

速
や

か
に
所
長
に

報
告
し
、
指
示

を
受
け
る
こ
と
。

 

3
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作
 
業
 
項
 
目

 
作
 
 
業
 
 
基
 
 
準
 
 
等

 

４
 
ゴ
ミ
の
処
理
に
つ
い
て

 
  

 
ゴ
ミ
の
処
理
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
業
務
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

 
 

(1
) 

残
菜
及
び
厨
芥
等
の
廃
棄
物
は
、
十
分
に
水
切
り
を
す
る
こ
と
。
ま
た
、
ダ
ン
ボ
ー

ル
は

、
別

に
し

て
お

く
こ
と
。

 
 

(2
) 

ゴ
ミ
処
理
方
法
は
、
収
集
日
時
・
集
積
場
所
を
確
認
し
、
適
切
に
処
理
す
る
こ
と
。

 
 

(3
)  

ゴ
ミ
回
収
後
は
、
保
管
場
所
を
よ
く
清
掃
し
、
乾
燥
さ
せ
、
害
虫
等
の
発
生
を
予
防

す
る

こ
と

。
 

 
(4

)  
空
き
缶
・
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
等
は
、
必
ず
残
り
か
す
を
洗
い
流
し
、
保
管
場
所
に
搬
出

す
る

こ
と

。
 

 
(5

) 
事
務
所
・
休
憩
室
・
ト
イ
レ
で
出
る
ゴ
ミ
は
、
市
が
指
定
し
た
方

法
に

よ
り

、
調
理
場

の
ゴ

ミ
と
は
別
に

指
定
の
場
所
に

搬
出
す
る
こ
と
。

 

 
５

 
長

期
休

業
中

に
お

け
る

給
食

施

設
・
設
備
の
衛
生
管
理
に
つ
い
て

 

                  

 
長
期
休
業
中
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
業
務
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

 
 

(1
)  

長
期
休
業
（
夏
・
冬
・
年
度
始
め
・
年
度
末
）
の
期
間
に
、
市
と

協
議

し
定

め
た
日
時

に
、

清
掃
・
消
毒

・
点
検
・
整
理

整
頓
を
行
い
、
業
務
の
履
行
に
支
障
が
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

 
 

(2
) 

給
食
施
設
・
設
備
の
清
掃
・
手
入
れ
・
点
検
等
に
つ
い
て
は
、
日
常
の
清
掃
で
不
十

分
な

箇
所

を
徹

底
し

て
行
う
こ
と
。

 
 

(3
) 

出
勤
日
は
、
調
理
室
の
換
気
・
電
気
設
備
・
機
械
等
の
空
運
転
を
行
う
こ
と
。

 
 

(4
) 

破
損
箇
所
・
修
理
箇
所
の
点
検
を
行
い
、
所
長
の
指
示
を
受
け
る
こ
と
。

 
 

(5
)  

食
器
・
食
缶
等
に
つ
い
て
は
、
汚
れ
が
残
っ
て
る
と
こ
ろ
が
な
い
か
を
確
認
の
上
、

丁
寧

に
手

入
れ

を
す

る
こ
と
。

 
 

(6
)  

各
学
校
の
配
膳
盆
（
夏
・
冬
・
春
休
み
）
及
び
個
人
盆
（
夏
休
み
の
み
）
の
洗
浄
を

行
う

こ
と

。
 

 
(7

) 
長
期
休
業
終
了
後
は
、
「
長
期
休
業
中
に
お
け
る
清
掃
業
務
完
了
報
告
書
（
様
式

11
）
」
に
よ
り
、
市
へ
報
告
す
る
こ
と
。

 
 主
な
点
検
及
び
清
掃
箇
所

 

調
理
室
・
調
味
料
庫

 
物
品
庫
・
備
品
庫

 
壁
・
天
井
・
蛍
光
灯
・
窓
ガ
ラ
ス
・
網
戸
・
戸
・
換
気
扇
・
エ
ア
ー

カ
ー
テ
ン

 
戸
棚
カ
ウ
ン
タ
ー
・
床
・
排
水
溝
・
エ
ア
コ
ン
の
清
掃

 

倉
庫

 
不
要
品
の
廃
棄
、
棚
・
床
の
清
掃
、
防
湿
・
防
虫
等
対
策

 

休
憩
室

 
ロ
ッ
カ
ー
・
棚
等
の
整
理
及
び
清
掃
、
エ
ア
コ
ン
の
掃
除

 

施
設
周
辺

 
草
取
り
等

 

機
械
器
具
等

 
施
設
内
の
厨
房
機
器
の
点
検
及
び
清
掃

 

   

3
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作
 
業
 
項
 
目

 
 

作
 
 
業
 
 
基
 
 
準
 
 
等

 

６
 
ボ
イ
ラ
ー
作
業
に
つ
い
て

 

 

 
日
常
の
運
転
業
務
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

 
 

(1
) 

ボ
イ
ラ
ー
の
点
火
及
び
消
火
は
、
週
間
タ
イ
マ
ー
に
よ
り
セ
ッ
ト
す
る
こ
と
。

 
 

(2
)  

運
転
中
は
、
必
ず
換
気
扇
の
ス
イ
ッ
チ
を
入
れ
て
十
分
に
換
気
を
行
う
こ
と
。

 
 

(3
)  

ブ
ロ
ー
サ
イ
ン
が
で
た
ら
、
速
や
か
に
ブ
ロ
ー
を
行
う
こ
と
。

 
 

(4
) 

運
転
中
は
、
常
に
燃
焼
状
態
を
確
認
し
、
配
管
・
バ
ル
ブ
等
か
ら
の
蒸
気
・
水
等
の

漏
れ

が
な

い
か

巡
視

す
る
こ
と
。

 
 

(5
) 

清
缶
剤
・
塩
そ
の
他
消
耗
品
が
不
足
し
た
時
は
、
所
長
へ
連
絡
す
る
こ
と
。

 
 

(6
) 

異
常
が
生
じ
た
時
は
、
至
急
対
処
を
講
じ
所
長
へ
連
絡
す
る
こ
と
。

 
 

(7
)  

ボ
イ
ラ
ー
室
は
常
に
清
掃
し
、
整
理
整
頓
す
る
こ
と
。

 
 

(8
)  

朝
・
夕
の
施
錠
・
開
錠
を
行
う
こ
と
。

 

  
使
用
す
る
ボ
イ
ラ
ー
の
仕
様
と
使
用
目
的
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
。

 
 
小
型
貫
流
蒸
気
ボ
イ
ラ
ー
 
相
当
蒸
発
量
：

75
0
㎏
／
ｈ
 
２
台

 
 

  
給
食
実
施
日
：

7：
40

か
ら

18
時
ま
で

 
 
給
食
実
施
日
以
外
：

7：
40

か
ら

17
時
ま
で

 
 

 
 

 

3
5



 
要
 
求
 
項
 
目

 
要
 
 
 
 
 
 
 
求
 
 
 
 
 
 
内
 
 
 
 
 
 
 
容

 
１
 
事
業
の
目
的

 
姶
良
市
立
加
治
木
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
の
調
理
業
務
に
つ
い
て
、
民
間
事
業
者
が
持
つ
調
理
や
衛
生
管
理
に
関
す
る
技
術
や
ノ
ウ
ハ
ウ
を

活
用
し
、
安
心
で
安
定
的
な
学
校
給
食
を
提
供
す
る
。

 
 

２
 
本
書
の
位
置
付
け

 
本
書
「
要
求
水
準
書
」
は
、
本
市
（
以
下
「
市
」
と
い
う
。）

が
、
民
間
事
業
者
（
以
下
「
事
業
者
」
と
い
う
。）

を
選
定
す
る
に
当
た
り
、

調
理
等
業
務
の
運
営
内
容
に
つ
い
て
、
市
が
事
業
者
に
要
求
す
る
サ
ー
ビ
ス
水
準
及
び
具
体
的
な
指
針
が
示
し
て
あ
る
。

 
 

３
 
履
行
期
間

 
令
和
５
年
８
月
１
日
か
ら
令
和
９
年
７
月

31
日
ま
で
（
４
年
間
）

 
※
事
業
者
は
、
食
品
衛
生
法
第

52
条
に
よ
る
営
業
許
可
を
取
得
し
、
業
務
開
始
２
週
間
前
ま
で
に
、
営
業
許
可
書
の
写
し
を
提
出
す
る
こ

と
と
す
る
。

 
４
 
業
務
履
行
場
所
等

 
 
（

1）
履
行
場
所

 
  
（

2）
施
設
概
要

 
         

  
  

 
 

姶
良
市
立
加
治
木
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

 
 所

在
地

 
姶
良
市
加
治
木
町
木
田

43
88

番
地

 
敷
地
面
積

 
2,

77
2
㎡
（
建
物

62
0
㎡
 
廃
水
処
理
施
設

77
㎡
）

 
延
床
面
積

 
64

8.
45

㎡
 

構
造

 
鉄
骨
造
平
屋
建

 
建
築
年
月
日

 
昭
和

58
年
４
月

 
方
式

 
ウ
ェ
ッ
ト
シ
ス
テ
ム
使
用
の
ド
ラ
イ
運
用
方
式

 
調
理
予
定
日
数

 
20

0
日
～

20
5
日
（
小
・
中
学
校
始
業
式
及
び
終
業
式
５
日
分
含
む
）

 
調
理
予
定
食
数

 
1,

90
0
食
～

2,
10

0
食
／
日

( 試
食
会
等
の
食
数
増
分
含
む

) 
 

使
用
食
器

 
P

E
N

樹
脂
食
器

 
 

 
原
則
と
し
て
午
前
７
時
か
ら
午
後
６
時
ま
で
の
間
と
す
る
。

 
 
 
※
労
働
時
間
及
び
休
憩
時
間
に
つ
い
て
は
、
労
働
基
準
法
等
、
関
係
法
令
を
遵
守
す
る
こ
と
と
す
る
。

 
原
則
と
し
て
土
日
祝
日
、
８
月
１
３
～
１
５
日
の
３
日
間
、
１
２
月
２
８
日
～
３
１
日
、
１
月
１
日
～
３
日
。

 
 ５
 
受
配
校
及
び

 
 
 
１
日
当
り
の
予
定
食
数

 
 

 
 

別
表
１
の
と
お
り
と
す
る
。

 
  

(3
) 
セ
ン
タ
ー
使
用
時
間

 

(4
) 
セ
ン
タ
ー
休
業
日

 

1


